
 

私立幼稚園等子ども・子育て支援機能向上事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地域の実情に応じた子育て支援のさらなる充実のため、私立幼稚園等   

の設置者が実施する子ども・子育て支援機能の向上に資する事業に対し、予算の範囲内に

おいて補助金を交付することについて補助金の交付等に関する規則（昭和45年神奈川県規

則第41号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとす

る。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによ

る。 

(1) 「私立幼稚園等」とは、学校法人及び学校法人以外の者が設置する私立幼稚園（幼稚

園型認定こども園を含む。）並びに学校法人及び学校法人以外の者が設置する私立幼保

連携型認定こども園をいう。ただし、子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第

59条第９号に規定する地域子育て支援拠点事業（以下「地域子育て支援拠点事業」とい

う。）を市町村から受託している、又は補助を受けている私立幼稚園等を除くものとす

る。 

(2) 「子ども・子育て支援機能向上事業」とは、私立幼稚園等が地域における幼児教育の

中心的役割を果たすため、主に当該施設が所在する地域の子どもやその保護者を対象と

して行う子育て支援事業をいう。 

（補助の対象） 

第３条 補助の対象とする施設は、設置者が神奈川県内に設置する私立幼稚園等とする。 

２ 補助の対象とする事業は、子ども・子育て支援機能向上事業のうち、別表に定める事業

内容及び実施回数を満たすもの（以下「補助事業」という。）で、知事の承認を受けたも

のとする。 

（補助額の算出方法等） 

第４条 補助額は、補助事業に要する経費のうち、別表に定める補助対象経費から当該事業

のための寄付金その他の収入の額を控除した額と、別表に定める基準額を比較して少ない

方の額とする。 

２ 前項の規定により算出した額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て

るものとする。 

（補助金の交付を受けた者の責務） 

第５条 補助金の交付を受けた設置者（以下「補助事業者」という。）は、目的を達成する

ために次の各号に掲げる事項に留意して補助事業を行わなければならない。 

(1) 実施事業について、地域の子育てに関する課題の解決を図るものであること。 

(2) 実施事業について、通園する児童やその保護者以外も対象とすること。 

(3) 実施事業への参加を入園の優遇条件としないこと。 



２ 補助事業者は、補助事業完了後、少なくとも２年の間、当該事業を継続して実施しなけ

ればならない。 

（申請書の提出期日等） 

第６条 規則第３条第１項の規定による交付の申請は、私立幼稚園等子ども・子育て支援機

能向上事業費補助金交付申請書（第１号様式）により知事が別に定める期日までに行わな

ければならない。 

２ 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、前項の申請を行うに

あたつて、消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあつては、当該補助金に係

る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消

費税相当額のうち、消費税法（昭和63年法律第108号）に規定する仕入れに係る消費税額

として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和25年法律第226号）の規定に

よる地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を

乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額して交付申請するとともに、その計算方法や

積算の内訳等を記載した書類を申請書に添えて提出しなければならない。ただし、申請時

において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないもの

については、この限りではない。 

（暴力団排除） 

第７条 神奈川県暴力団排除条例第10条の規定に基づき、申請者が次の各号に該当する場合

は、補助金交付の対象としない。 

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員 

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団 

(3) 法人にあつては、代表者又は役員のうちに第１号に規定する暴力団員に該当する者が

あるもの 

(4) 法人格を持たない団体にあつては、代表者が第１号に規定する暴力団員に該当するも     

の 

２ 知事は、申請者又は補助事業者が、前項各号のいずれかに該当するか否かを神奈川県警

察本部長に対して確認を行うことができる。ただし、当該確認のために個人情報を神奈川

県警察本部長に提供するときは、神奈川県警察本部長に対して当該確認を行うことについ

て、当該個人情報の本人の同意を得るものとする。 

３ 知事は、補助事業者が第１項各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一

部を取り消すことができる。 

（補助事業の遂行） 

第８条 補助事業者は、規則及びこの要綱の定めるところに従い、補助事業を遂行するため

に契約を締結し、また支払いを行う場合には、公正かつ最小の費用で最大の効果を上げ得

るよう経費の効率的使用に努めなければならない。 

（交付条件） 

第９条 規則第５条の規定による条件は、次のとおりとする。 

(1) 補助事業の内容を変更する場合は、すみやかに知事の承認を受けなければならない。    



ただし軽微な変更については、この限りでない。 

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、すみやかに知事の承認を受けなけ

ればならない。 

(3) 補助事業が予定の期間に完了する見込みのない場合若しくは完了しない場合又は補助

事業の遂行が困難となつた場合は、すみやかに知事に報告し、その指示を受けなければ

ならない。 

(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出に

ついての証拠書類を整備保管し、これを当該補助事業の完了の日（事業の中止又は廃

止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する県の会計年度の翌年度か

ら10年間保存しておかなければならない。ただし、財産処分の制限のある財産に関す

るものについては、これにかかわらず処分終了までの期間保存しなければならない。 

(5) 補助事業者が法人その他の団体である場合であつて、補助事業に係る帳簿及び証拠

書類の保存期間が満了しない間に当該団体が解散する場合は、その権利義務を継承す

る者（権利義務を継承する者がいない場合は知事）に当該帳簿及び証拠書類を引き継

がなければならない。 

(6) 補助事業により取得し又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」という。）に

ついては、補助事業完了年度から２年間を経過するまでの間、知事の承認を受けない

でこの補助金の交付の目的に反して、使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、

取壊し又は廃棄してはならない。 

(7) 取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、知事

はその収入の全部又は一部を納付させることがある。 

(8) 取得財産等については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもつて

管理し、補助金交付の目的に従つてその効率的運用を図らなければならない。 

(9) 本事業と対象経費を重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。 

(10)その他規則及びこの要綱の定めに従わなければならない。 

(11)補助事業者が(1)から(10)により付した条件に違反した場合には、この補助金の全部

又は一部を県に納付させることがある。 

（変更の承認） 

第10条 前条第１号及び第２号の規定に基づく知事の承認を受けようとする場合は、私立幼

稚園等子ども・子育て支援機能向上事業費補助金変更（中止、廃止）承認申請書（第２号

様式）を知事に提出しなければならない。 

２ この補助金の交付決定後に補助対象額の変更により、変更交付申請を行う場合には、私

立幼稚園等子ども・子育て支援機能向上事業費補助金変更交付申請書（第３号様式）によ

り、関係書類を添付して知事に提出しなければならない。 

（申請の取り下げのできる期間） 

第11条 規則第７条第１項の規定により申請の取り下げのできる期間は、交付の決定の通知

を受理した日から10日を経過した日までとする。 

 



（状況報告） 

第12条 規則第10条の規定による状況報告を知事が求めた場合は、私立幼稚園等子ども・子

育て支援機能向上事業費補助金実施状況報告書（第４号様式）を知事が別に定める期日ま

でに提出しなければならない。 

（実績報告） 

第13条 規則第12条の規定による実績報告は、私立幼稚園等子ども・子育て支援機能向上事

業費補助金実績報告書（第５号様式）に関係書類を添えて、事業完了の日から30日を経過

した日、又は知事が別に定める期日のいずれか早い期日までに行わなければならない。 

２ 消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあつては、補助事業者は、前項の実

績報告書を提出するにあたつて、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除

税額が明らかな場合には、これを補助金額から減額して報告するとともに、その計算方法

や積算の内訳等を記載した書類を報告書に添えて提出しなければならない。 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第14条 消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあつては、補助事業者は、実績

報告後に消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額

が確定した場合には、消費税仕入控除税額報告書（第６号様式）により、すみやかに知事

に対して報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一

支部又は一支社及び一支所等であつて、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部

または本社及び本所等で消費税及び地方消費税の申告を行つている場合は、本部の課税売

上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。 

２ 知事は、前項の報告があつた場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の全部

又は一部の返還を命ずるものとする。 

（実施細目） 

第15条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、補助金交付等に関し必要な事項は別に定め

る。 

（届出事項） 

第16条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかに文書をもつてそ

の旨を知事に届け出なければならない。 

(1) 住所又は氏名を変更したとき。 

(2) その他知事が必要と認めたとき。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

  

 

 

 

 



別表（第３条、第４条関係） 

補助事業 事業内容 実施回数 基準額 補助対象経費 

①  
子育て・

教育相談 

地域の幼児を持

つ保護者等が抱

える悩みへの相

談活動。 

①～③の事業を年

間10回以上実施。    

（ただし、月単位

で実施する項目・

内容を変更するこ

とは妨げない。） 

１園当たり30万

円以内で知事が

定めた額。 

ただし、各施設

１回限りとす

る。 

交付年度における以下の経費 

◯人件費 

教職員等の人件費（給与・

時間外勤務手当等）、講師謝

金（県及び市町村が実施する

他の補助事業で補助対象にな

つている者を除く。） 

◯物品購入費 

遊具、運動用具、教具、事

業用什器等（１個又は１組に

つき、10万円未満の物品で、

日用品や事務用品は除く。） 

②  
園地園舎

の開放 

園庭、図書室、

音楽室、会議室

等の地域住民や

子どもの遊び場

としての開放。 

③  

その他の

子育て支

援事業 

地域における課

題解決のために

実施する子育て

支援事業（①～

②を除く） 

 


